
1. 国内取引の場合

［1］国内において行うものとは

　消費税は国内取引に対して課税されます。

　事業者が国内と国外にわたって取引を行っている場合は、以下

の判定基準をもとに、国内取引であるか国外取引であるかを判定

します。

ポイント
◎国内と国外にわたって取引を行っている場合は、その取引内
　容に応じて、国内取引であるかどうかの判定が必要です。

　課税対象は、次の要件を全て満たす取引となります。

［2］事業者が事業として行うものとは

　法人が行う取引は全て「事業として」に該当します。

　個人事業者の場合は、事業者の立場と消費者の立場とを兼ねて

いますから、事業者の立場で行う取引が「事業として」に該当し、

消費者の立場で行う資産の譲渡（例：家庭で使用しているテレビ

等家事用資産の売却）等は「事業として」に該当しません。

事業者 事業

・個人事業者（事業を行う個人）

・法人

対価を得て行われる資産の譲渡等を反復、

継続かつ独立して遂行すること（注5）

　事業者が事業として行う取引を課税対象としています。

注5

事業活動に付随して行われ
る取引（例えば事業用固定
資産の譲渡など）も事業に
含まれます。

注3

譲渡又は貸付けの対象資産
が船舶、航空機、特許権等
の場合は、その船舶等の登
録をした機関の所在地等が
国内であれば国内取引にな
ります。

参照→電気通信利用役務の
提供に該当するものについ
てはP45

注4

運輸、通信その他国内と国
外の双方にわたって行われ
る役務の提供などの場合には、
発送地や到着地等の場所が
国内であれば国内取引になり
ます。

ポイント ◎個人事業者は、事業者の立場で行う取引が課税の対象です。

［1］国内において行うもの（国内取引）であること。

［2］事業者が事業として行うものであること。

［3］対価を得て行うものであること。

［4］資産の譲渡、資産の貸付け、役務の提供であること。

①　資産の譲渡又は貸付けの場合

　資産の譲渡又は貸付けが行われる時において、その資産の

所在する場所が国内であれば国内取引になります。（注3）

　したがって、その資産の所在する場所が国外であれば、消

費税の課税対象外（いわゆる「不課税取引」）になります。

　　
②　役務の提供の場合

　役務の提供が行われた場所が国内であれば、国内取引にな

ります。（注4）

　したがって、その役務の提供が行われた場所が国外であれ

ば、消費税の課税対象外（不課税取引）になります。
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2 どんな取引が課税対象？
この章では、「消費税が課税される取引」について説明します。

　消費税の課税対象は、「1. 国内取引」と「2. 輸入取引」に限られ、国外で行われる取

引は課税対象にはなりません。

注1 資産の譲渡等とは、事業として対価を得て行われる資産の譲渡及び貸付け並びに役務の提供をいいます。

注2 資産の譲渡等のうち特定資産の譲渡等（参照→P45）に該当するものは、特定課税仕入れとして役務の
提供を受けた事業者に納税義務が課されます。
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1. 国内取引の場合

［1］国内において行うものとは

　消費税は国内取引に対して課税されます。

　事業者が国内と国外にわたって取引を行っている場合は、以下

の判定基準をもとに、国内取引であるか国外取引であるかを判定

します。

ポイント
◎国内と国外にわたって取引を行っている場合は、その取引内
　容に応じて、国内取引であるかどうかの判定が必要です。

　課税対象は、次の要件を全て満たす取引となります。

［2］事業者が事業として行うものとは

　法人が行う取引は全て「事業として」に該当します。

　個人事業者の場合は、事業者の立場と消費者の立場とを兼ねて

いますから、事業者の立場で行う取引が「事業として」に該当し、

消費者の立場で行う資産の譲渡（例：家庭で使用しているテレビ

等家事用資産の売却）等は「事業として」に該当しません。

事業者 事業

・個人事業者（事業を行う個人）

・法人

対価を得て行われる資産の譲渡等を反復、

継続かつ独立して遂行すること（注5）

　事業者が事業として行う取引を課税対象としています。

注5

事業活動に付随して行われ
る取引（例えば事業用固定
資産の譲渡など）も事業に
含まれます。

注3

譲渡又は貸付けの対象資産
が船舶、航空機、特許権等
の場合は、その船舶等の登
録をした機関の所在地等が
国内であれば国内取引にな
ります。
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注4

運輸、通信その他国内と国
外の双方にわたって行われ
る役務の提供などの場合には、
発送地や到着地等の場所が
国内であれば国内取引になり
ます。

ポイント ◎個人事業者は、事業者の立場で行う取引が課税の対象です。

［1］国内において行うもの（国内取引）であること。

［2］事業者が事業として行うものであること。

［3］対価を得て行うものであること。

［4］資産の譲渡、資産の貸付け、役務の提供であること。

①　資産の譲渡又は貸付けの場合

　資産の譲渡又は貸付けが行われる時において、その資産の

所在する場所が国内であれば国内取引になります。（注3）

　したがって、その資産の所在する場所が国外であれば、消

費税の課税対象外（いわゆる「不課税取引」）になります。

　　
②　役務の提供の場合

　役務の提供が行われた場所が国内であれば、国内取引にな

ります。（注4）

　したがって、その役務の提供が行われた場所が国外であれ

ば、消費税の課税対象外（不課税取引）になります。
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法人税法第14条に規定する
事業年度を含みます。

注15

注16

注17

X１年 X 3年

④

注14

基準期間の課税売上高が
1,000万円以下であっても、
特定期間の課税売上高が
1,000万円を超えた場合な
ど一定の場合、消費税の課税
事業者となります。（参照→
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参照→課税期間の特例は
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1. 国内取引の場合

［1］国内において行うものとは

　消費税は国内取引に対して課税されます。

　事業者が国内と国外にわたって取引を行っている場合は、以下

の判定基準をもとに、国内取引であるか国外取引であるかを判定

します。

ポイント
◎国内と国外にわたって取引を行っている場合は、その取引内
　容に応じて、国内取引であるかどうかの判定が必要です。

　課税対象は、次の要件を全て満たす取引となります。

［2］事業者が事業として行うものとは

　法人が行う取引は全て「事業として」に該当します。

　個人事業者の場合は、事業者の立場と消費者の立場とを兼ねて

いますから、事業者の立場で行う取引が「事業として」に該当し、

消費者の立場で行う資産の譲渡（例：家庭で使用しているテレビ

等家事用資産の売却）等は「事業として」に該当しません。

事業者 事業

・個人事業者（事業を行う個人）

・法人

対価を得て行われる資産の譲渡等を反復、

継続かつ独立して遂行すること（注5）

　事業者が事業として行う取引を課税対象としています。

注5

事業活動に付随して行われ
る取引（例えば事業用固定
資産の譲渡など）も事業に
含まれます。

注3

譲渡又は貸付けの対象資産
が船舶、航空機、特許権等
の場合は、その船舶等の登
録をした機関の所在地等が
国内であれば国内取引にな
ります。

参照→電気通信利用役務の
提供に該当するものについ
てはP45

注4

運輸、通信その他国内と国
外の双方にわたって行われ
る役務の提供などの場合には、
発送地や到着地等の場所が
国内であれば国内取引になり
ます。

ポイント ◎個人事業者は、事業者の立場で行う取引が課税の対象です。

［1］国内において行うもの（国内取引）であること。

［2］事業者が事業として行うものであること。

［3］対価を得て行うものであること。

［4］資産の譲渡、資産の貸付け、役務の提供であること。

①　資産の譲渡又は貸付けの場合

　資産の譲渡又は貸付けが行われる時において、その資産の

所在する場所が国内であれば国内取引になります。（注3）

　したがって、その資産の所在する場所が国外であれば、消

費税の課税対象外（いわゆる「不課税取引」）になります。

　　
②　役務の提供の場合

　役務の提供が行われた場所が国内であれば、国内取引にな

ります。（注4）

　したがって、その役務の提供が行われた場所が国外であれ

ば、消費税の課税対象外（不課税取引）になります。
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2 どんな取引が課税対象？
この章では、「消費税が課税される取引」について説明します。

　消費税の課税対象は、「1. 国内取引」と「2. 輸入取引」に限られ、国外で行われる取

引は課税対象にはなりません。

注1 資産の譲渡等とは、事業として対価を得て行われる資産の譲渡及び貸付け並びに役務の提供をいいます。

注2 資産の譲渡等のうち特定資産の譲渡等（参照→P45）に該当するものは、特定課税仕入れとして役務の
提供を受けた事業者に納税義務が課されます。
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1. 国内取引の場合

［1］国内において行うものとは

　消費税は国内取引に対して課税されます。

　事業者が国内と国外にわたって取引を行っている場合は、以下

の判定基準をもとに、国内取引であるか国外取引であるかを判定

します。

ポイント
◎国内と国外にわたって取引を行っている場合は、その取引内
　容に応じて、国内取引であるかどうかの判定が必要です。

　課税対象は、次の要件を全て満たす取引となります。

［2］事業者が事業として行うものとは

　法人が行う取引は全て「事業として」に該当します。

　個人事業者の場合は、事業者の立場と消費者の立場とを兼ねて

いますから、事業者の立場で行う取引が「事業として」に該当し、

消費者の立場で行う資産の譲渡（例：家庭で使用しているテレビ

等家事用資産の売却）等は「事業として」に該当しません。

事業者 事業

・個人事業者（事業を行う個人）

・法人

対価を得て行われる資産の譲渡等を反復、

継続かつ独立して遂行すること（注5）

　事業者が事業として行う取引を課税対象としています。

注5

事業活動に付随して行われ
る取引（例えば事業用固定
資産の譲渡など）も事業に
含まれます。

注3

譲渡又は貸付けの対象資産
が船舶、航空機、特許権等
の場合は、その船舶等の登
録をした機関の所在地等が
国内であれば国内取引にな
ります。

参照→電気通信利用役務の
提供に該当するものについ
てはP45

注4

運輸、通信その他国内と国
外の双方にわたって行われ
る役務の提供などの場合には、
発送地や到着地等の場所が
国内であれば国内取引になり
ます。

ポイント ◎個人事業者は、事業者の立場で行う取引が課税の対象です。

［1］国内において行うもの（国内取引）であること。

［2］事業者が事業として行うものであること。

［3］対価を得て行うものであること。

［4］資産の譲渡、資産の貸付け、役務の提供であること。

①　資産の譲渡又は貸付けの場合

　資産の譲渡又は貸付けが行われる時において、その資産の

所在する場所が国内であれば国内取引になります。（注3）

　したがって、その資産の所在する場所が国外であれば、消

費税の課税対象外（いわゆる「不課税取引」）になります。

　　
②　役務の提供の場合

　役務の提供が行われた場所が国内であれば、国内取引にな

ります。（注4）

　したがって、その役務の提供が行われた場所が国外であれ

ば、消費税の課税対象外（不課税取引）になります。
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 資産の譲渡又は貸付けが行われる時において、その資産の所

在する場所が国内であれば国内取引になります。

 したがって、その資産の所在する場所が国外であれば、消費

税の課税対象外（いわゆる「不課税取引」）になります。

（注3）

 役務の提供が行われた場所が国内であれば、国内取引になり

ます。（注4）

 したがって、その役務の提供が行われた場所が国外であれば、

消費税の課税対象外（不課税取引）になります。
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、国や地方公共団体から支
給を受ける助成金・給付金（対価性がないため）

国境を越えた役務の提供に係
る消費税の課税関係について
は「第9　国境を越えた役務の
提供に係る消費税の課税関
係は？」（P45）をご参照くだ
さい。

国境を越えた役務の提供に係
る消費税の課税関係について
は「第9　国境を越えた役務の
提供に係る消費税の課税関
係は？」（P50）をご参照くだ
さい。
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1. 国内取引の場合

［1］国内において行うものとは

　消費税は国内取引に対して課税されます。

　事業者が国内と国外にわたって取引を行っている場合は、以下

の判定基準をもとに、国内取引であるか国外取引であるかを判定

します。

ポイント
◎国内と国外にわたって取引を行っている場合は、その取引内
　容に応じて、国内取引であるかどうかの判定が必要です。

　課税対象は、次の要件を全て満たす取引となります。

［2］事業者が事業として行うものとは

　法人が行う取引は全て「事業として」に該当します。

　個人事業者の場合は、事業者の立場と消費者の立場とを兼ねて

いますから、事業者の立場で行う取引が「事業として」に該当し、

消費者の立場で行う資産の譲渡（例：家庭で使用しているテレビ

等家事用資産の売却）等は「事業として」に該当しません。

事業者 事業

・個人事業者（事業を行う個人）

・法人

対価を得て行われる資産の譲渡等を反復、

継続かつ独立して遂行すること（注5）

　事業者が事業として行う取引を課税対象としています。

注5

事業活動に付随して行われ
る取引（例えば事業用固定
資産の譲渡など）も事業に
含まれます。

注3

譲渡又は貸付けの対象資産
が船舶、航空機、特許権等
の場合は、その船舶等の登
録をした機関の所在地等が
国内であれば国内取引にな
ります。

参照→電気通信利用役務の
提供に該当するものについ
てはP45

注4

運輸、通信その他国内と国
外の双方にわたって行われ
る役務の提供などの場合には、
発送地や到着地等の場所が
国内であれば国内取引になり
ます。

ポイント ◎個人事業者は、事業者の立場で行う取引が課税の対象です。

［1］国内において行うもの（国内取引）であること。

［2］事業者が事業として行うものであること。

［3］対価を得て行うものであること。

［4］資産の譲渡、資産の貸付け、役務の提供であること。

①　資産の譲渡又は貸付けの場合

　資産の譲渡又は貸付けが行われる時において、その資産の

所在する場所が国内であれば国内取引になります。（注3）

　したがって、その資産の所在する場所が国外であれば、消

費税の課税対象外（いわゆる「不課税取引」）になります。

　　
②　役務の提供の場合

　役務の提供が行われた場所が国内であれば、国内取引にな

ります。（注4）

　したがって、その役務の提供が行われた場所が国外であれ

ば、消費税の課税対象外（不課税取引）になります。

1 消
費税
の

　仕
組み

2 課
税対
象

3 非
課税
取引

4 輸
出免
税

5 納
税義
務者

6 納
税義
務の

　成
立時
期

7 課
税標
準

8 控
除税
額等
の

　計
算方
法

9 国
境を
越え
た

　役
務の
提供

10
 端数

計算

11
 地方

消費
税

12
 手続

13
 納税

地

14
 届出

等

15
 帳簿

の保
存

16
 国等

に対
する

　　
特例

17
 会計

処理

19
 総額

表示

18
 適格

請求
書等

　　
保存
方式

9消費税のあらまし　2. どんな取引が課税対象？

2 どんな取引が課税対象？
この章では、「消費税が課税される取引」について説明します。

　消費税の課税対象は、「1. 国内取引」と「2. 輸入取引」に限られ、国外で行われる取

引は課税対象にはなりません。

注1 資産の譲渡等とは、事業として対価を得て行われる資産の譲渡及び貸付け並びに役務の提供をいいます。

注2 資産の譲渡等のうち特定資産の譲渡等（参照→P45）に該当するものは、特定課税仕入れとして役務の
提供を受けた事業者に納税義務が課されます。

資産の譲渡等に
該当しない取引

課税資産
の譲渡等

資産の譲渡等

免
税
取
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（
輸
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等
）

課
税
取
引

不
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不
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課
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課
税
貨
物
の
引
取
り
）

2. 輸入取引

P9P12

P14

P15

P9～10

国内取引の場合

国外で
行われる取引

1. 国内取引

事業者が行う取引

P11
輸入取引の場合

（注1）（注2）

非
課
税
取
引

非
課
税
取
引
（
１３
項
目
）

1. 国内取引の場合

［1］国内において行うものとは

　消費税は国内取引に対して課税されます。

　事業者が国内と国外にわたって取引を行っている場合は、以下

の判定基準をもとに、国内取引であるか国外取引であるかを判定

します。

ポイント
◎国内と国外にわたって取引を行っている場合は、その取引内
　容に応じて、国内取引であるかどうかの判定が必要です。

　課税対象は、次の要件を全て満たす取引となります。

［2］事業者が事業として行うものとは

　法人が行う取引は全て「事業として」に該当します。

　個人事業者の場合は、事業者の立場と消費者の立場とを兼ねて

いますから、事業者の立場で行う取引が「事業として」に該当し、

消費者の立場で行う資産の譲渡（例：家庭で使用しているテレビ

等家事用資産の売却）等は「事業として」に該当しません。

事業者 事業

・個人事業者（事業を行う個人）

・法人

対価を得て行われる資産の譲渡等を反復、

継続かつ独立して遂行すること（注5）

　事業者が事業として行う取引を課税対象としています。

注5

事業活動に付随して行われ
る取引（例えば事業用固定
資産の譲渡など）も事業に
含まれます。

注3

譲渡又は貸付けの対象資産
が船舶、航空機、特許権等
の場合は、その船舶等の登
録をした機関の所在地等が
国内であれば国内取引にな
ります。

参照→電気通信利用役務の
提供に該当するものについ
てはP45

注4

運輸、通信その他国内と国
外の双方にわたって行われ
る役務の提供などの場合には、
発送地や到着地等の場所が
国内であれば国内取引になり
ます。

ポイント ◎個人事業者は、事業者の立場で行う取引が課税の対象です。

［1］国内において行うもの（国内取引）であること。

［2］事業者が事業として行うものであること。

［3］対価を得て行うものであること。

［4］資産の譲渡、資産の貸付け、役務の提供であること。

①　資産の譲渡又は貸付けの場合

　資産の譲渡又は貸付けが行われる時において、その資産の

所在する場所が国内であれば国内取引になります。（注3）

　したがって、その資産の所在する場所が国外であれば、消

費税の課税対象外（いわゆる「不課税取引」）になります。

　　
②　役務の提供の場合

　役務の提供が行われた場所が国内であれば、国内取引にな

ります。（注4）

　したがって、その役務の提供が行われた場所が国外であれ

ば、消費税の課税対象外（不課税取引）になります。
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 資産の譲渡又は貸付けが行われる時において、その資産の所

在する場所が国内であれば国内取引になります。

 したがって、その資産の所在する場所が国外であれば、消費

税の課税対象外（いわゆる「不課税取引」）になります。

（注3）

 役務の提供が行われた場所が国内であれば、国内取引になり

ます。（注4）

 したがって、その役務の提供が行われた場所が国外であれば、

消費税の課税対象外（不課税取引）になります。
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、国や地方公共団体から支
給を受ける助成金・給付金（対価性がないため）

国境を越えた役務の提供に係
る消費税の課税関係について
は「第9　国境を越えた役務の
提供に係る消費税の課税関
係は？」（P45）をご参照くだ
さい。

など
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